
地域再生計画新旧対照表 
旧 新 

１．地域再生計画の名称 
  （略） 
 
２．地域再生計画の作成主体の名称 

  （略） 

 
３．地域再生計画の区域 

  （略） 

 
４．地域再生計画の目標     
松本市は、・・・（略） 
・・・・多方面にわたる広域的かつ有機的なネッ

トワーク化を目標としています。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
このため、地域の重要なインフラである道路（市

道、林道）の整備を行います。適正な森林整備を促

進し、土地の保全、水源のかん養、林産物の供給・

開発等といった森林の多面的機能を十分に発揮す

ることができるとともに、山村地域において農林業

の振興と地域間交流の活性化を図り、各名勝地や温

泉地等の観光拠点を効率的に結ぶ広域的な観光ル

ートの利便性を一層高めることを目指します。 
 
 
 
 
（目標１）  略 
（目標２）  略 

１．地域再生計画の名称 
  （略） 

 
２．地域再生計画の作成主体の名称 

  （略） 
 
３．地域再生計画の区域 

  （略） 
 
４．地域再生計画の目標     
松本市は、・・・（略） 
・・・・多方面にわたる広域的かつ有機的なネッ

トワーク化を目標としています。 
そのような状況の中、計画認定後の平成１７年か

ら平成１８年にかけての異常な降雨量、寒暖の変化

の激しさ等に起因する土砂崩落、落石、更に事故等

が道路にて発生し、交通ネットワークが寸断されま

した。また、それは観光都市として大きなダメージ

となりました。 
そこで、急遽、市内道路（市道、林道）の落石等

危険箇所の調査を実施したところ、主要観光ルート

における危険箇所が新たに発見され、観光交流者及

び地域住民の安全の確保、ネットワークの維持、保

全のためにも、これらの改善が急務となっていま

す。 
このため、地域の重要なインフラである道路（市

道、林道）の整備を行います。適正な森林整備を促

進し、土地の保全、水源のかん養、林産物の供給・

開発等といった森林の多面的機能を十分に発揮す

ることができるとともに、山村地域において農林業

の振興と地域間交流の活性化を図ります。また、危

険箇所を解消し、法面崩落や落石を予防した安全性

の高い道路整備を行うことによって、観光交流者が

安全に通行でき、かつ、地域住民が安心して観光客

を受け入れられるような環境を整え、各名勝地や温

泉地等の観光拠点を効率的に結ぶ広域的な観光ル

ートの利便性を一層高めることを目指します。 
（目標１）  略 
（目標２）  略 



 （目標３）  略 
 （目標４）  略 
 
 
５．目標を達成するために行う事業 

５－１ 全体の概要 

（略） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
５－２ 法第４章の特別の措置を適用して行う事

業 

 道整備交付金を活用する事業 

 
 
 
 
 
 
 
 

 （目標３）  略 
 （目標４）  略 
（目標５）道路の危険箇所の解消（８ヶ所→０ヶ所）

 
５．目標を達成するために行う事業 

５－１ 全体の概要  
（次の文を追加） 

  １７年度から 13路線の道整備を進め、１９年度
には 4路線を追加し、道路の危険箇所を解消すると
ともに、更なるアクセスの改善を図ります。 
市道２７２５号線(S58.3.16 認定)は、美ヶ原高

原から中心市街地を結ぶ観光道路であり、危険箇所

の整備に伴い観光拠点となっている三城牧場や山

辺ワイナリー(観光農業施設)等を利用する観光客
へのサービス向上とともに地域活性化が期待でき

ます。 
市道入山線(H4.12.21認定)の整備は、入山地区に

あるクラインガルテン（滞在型農業体験施設）への

アクセスを容易にし、地域の活性化とともに農林業

の振興が図れます。 
林道美ヶ原線（H13.4.1承認）の法面改良整備は、
東北山間部森林への安全なアクセスを確保し適正

な森林整備を可能とするとともに、市街地や浅間温

泉から美ヶ原高原及び上田方面への観光ルートと

しての利便性を高めることが期待できます。 
林道宮ノ入線（H13.4.1承認）の法面改良整備は、
東南山間部森林への安全なアクセスを確保し適正

な森林整備を可能とするとともに,美ヶ原高原とが
けのユ温泉とを結ぶ観光ルートとしての利便性を

高めることが期待できます。 
 
５－２ 法第４章の特別の措置を適用して行う事

業 

 道整備交付金を活用する事業 

対象となる事業は、以下のとおり事業開始に係る

手続を等を完了している。 

整備箇所等は、別添の整備箇所を示した図面によ

る。 

・市道１２８４号線：平成７年３月２３日市道認

定 

・市道２２１０号線：昭和５８年３月１６日市道

認定 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  （略） 

 
［整備量及び事業費］ 

 ・市道４．６㎞、 林道７．３㎞ 

・総事業費１，１１１，１３４千円 

  市道 ４８０，０００千円 

（うち交付金２４０，０００千円） 

  林道 ６３１，１３４千円 

（うち交付金２７８，２０８千円） 

・市道２２３４号線：昭和５８年３月１６日市道

認定 

・市道３０６７号線：昭和５８年３月１６日市道

認定 

・市道３５０４号線：昭和５８年３月１６日市道

認定 

・市道木曽路１号線：昭和６１年１２月１８日市

道認定 

・市道１０８５号線：昭和５８年３月１６日市道

認定 

・市道奈川温泉線 ：昭和６１年１２月１８日市

道認定 

・市道２７２５号線：昭和５８年３月１６日市道

認定 

・市道入山線   ：平成４年１２月２１日市道

認定 

・林道高遠線   ：中部山岳地域森林計画書に

記載 

・林道栗の木線  ：中部山岳地域森林計画書に

記載 

・林道桧沢線   ：中部山岳地域森林計画書に

記載 

・林道桧沢線   ：中部山岳地域森林計画書に

記載 

・林道奈川安曇線 ：中部山岳地域森林計画書に

記載 

・林道美ヶ原線  ：中部山岳地域森林計画書に

記載 
・林道宮ノ入線  ：中部山岳地域森林計画書に

記載 

・市道２７２５号線：昭和５８年３月１６日市道

認定 

 
  （略） 

 

［整備量及び事業費］ 

 ・市道７．７㎞、 林道７．３㎞ 

・総事業費１，５８９，６３５千円 

  市道 ９２７，０００千円 

（うち交付金４６３，５００千円） 

  林道 ６６２，６３５千円 

（うち交付金２９８，３７９千円） 



 

５－３ その他の事業 

（略） 
 

６．計画期間 

  （略） 

７．目標の達成状況に係る評価に関する事項 

  （略） 

８．地域再生計画の実施に関し当該地方公共団体が必

要と認める事項 
  （略） 

 

５－３ その他の事業 

（略） 
 

６．計画期間 

  （略） 

７．目標の達成状況に係る評価に関する事項 

  （略） 
８．地域再生計画の実施に関し当該地方公共団体が必

要と認める事項 
（略） 

 


